
警 察 署 協 議 会 会 議 録

名 称 大 阪 府 豊 中 南 警 察 署 協 議 会

開催日時 令和４年１１月２日（水） 午後２時００分から

午後３時００分までの間

開催場所 大阪府豊中南警察署 一階 署長室

委 員 岡本会長 柴田委員 三河（亜）委員

出
牧野委員 田中委員 三河（俊）委員

席

者
警 察 署長 副署長 総務課長 地域課長 生活安全課長

刑事課長代理 交通課長 警備課長 総務係長

１ 会長挨拶

私は最近テレビドラマを見るようになりまして、警察ドラマに出てく

る警察官の方って大体当然の如く「正義の味方」です。

そして法律よりも情に厚いというような法律を超えたところで頑張る

姿に国民から愛される警察官の姿があるのではないかと思うのです。

また、私は１０月の後半に友人と北海道旅行に行って、観光タクシー

に乗ったのですが、その時、函館の神社に大きな鳥居がありまして、い

つも警察官が そこで一旦停止の取締をしているようなのです。

そこでそのタクシー運転手の同僚の方が取締を受けたようなのです。

その時、お客さんとして乗車していた女性の方が、警察官に対して「あ

んたバチ当たるで」と、鳥居の陰に隠れて取締りをするなんて、それが

議 事 概 要 警察官のする正義の行為なのかということで猛抗議したようです。

法律に則って仕事をするというのは勿論大切ですが、それよりも本当

に国民から「警察官は優しいな、信頼できるな」と思われるような警察

官であっていただきたいなと感じております。

２ 署長挨拶

本日はお忙しいところお集まりいただき誠にありがとうございます。

また日頃から警察業務に御協力いただきありがとうございます。

今、会長から話がありましたとおり、警察は頼られている存在である

と思うので、困っている方の立場に立って、やるべきこと、やれること

はしっかりとやっていこうと考えています。

本日、警察署協議会という機会で、皆様から忌憚ない意見を出してい

ただいて改善すべきところは改善し、警察業務に反映させていこうと考

えております。

1



３ 管内概況等の説明

(1) 地域課長

交番勤務員による特殊詐欺の防犯指導の実施について

(2) 生活安全課長

特殊詐欺の被害防止に向けた市民の協力について

(3) 刑事課長代理

・ 管内の犯罪情勢について

・ 選挙関連の注意事項について

(4) 交通課長

・ 管内の交通事故発生状況について

・ 自転車乗車時のヘルメット着用について

(5) 警備課長

・ 北朝鮮人権侵害問題啓発週間について

(6) 総務課長

議 事 概 要 犯罪被害者週間について

４ 質疑応答

(1) 特殊詐欺犯行グループの検挙について

【委員】

特殊詐欺で検挙される人はいるのですか。

受け子が捕まるという話はよく聞くのですが。

なかなか詐欺グループの上層部まで辿り着くのは難しいですか。

【警察】

まず、当署では被害者方にキャッシュカード等を取りに行く受け子

を検挙することに力を注いでおり、受け子の検挙等から詐欺グループ

組織の実態解明に全力を尽くしています。

(2) 自転車乗車時のヘルメット着用について

【委員】

自転車乗車時のヘルメット着用は努力義務であるとのことでした

が、絶対にかぶらなければいけないのでしょうか。

【警察】

罰則はありませんが、警察としては「命を守るためにかぶってくだ

さい」と呼びかけています。

(3) 車両後部座席乗車時のシートベルト着用について

【委員】

車両後部座席乗車時のシートベルト着用は高速道路走行時は義務化

されていると思うのですが、一般道走行時にも着用が義務づけられて

いるのでしょうか。

【警察】
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「車両乗車時は全席シートベルトを着用しなければならない」と定

められており、一般道走行時の場合は高速道路走行時の場合のように

違反点数や反則金はありませんが、着用は義務付けられています。

(4) 「庄内本通商店街」の交通指導取締について

【委員】

年に１、２回、商店街内に自動車が迷い込んでくることがあります。

途中で気付いて、バック走行で引き返すことがあるのですが、何か

対策はありませんか。

それと商店街内を猛スピードで自転車走行する方がいるのですが、

制服警察官の見回りをお願いできませんか。

【警察】

商店街内で防犯関連のイベント等もありますので、これまでも制服

警察官が商店街内を見回るという活動は実施しておりますが、通常業

務におきましても見回り活動を強化するよう指示いたします。

自動車の進入に関しては、商店街出入口付近に「進入不可」の看板

を設置する等してみてはいかがでしょうか。

議 事 概 要 (5) 駐車問題について

【委員】

服部西交番から服部天神駅方向に向かう道中に、小さな居酒屋があ

り、その前の狭い道路に長時間車が駐車されているのでどうにかなら

ないものでしょうか。

直接注意しようと思ったりもするのですが、トラブルになってもい

けないので注意できないでいます。

【警察】

市民の方が直接注意してしまうとトラブルになりますので、そこに

車が駐車されている時に１１０番通報してください。

警察官が臨場し、駐車取締りが可能な状況であれば取締りを実施し、

可能でなくてもドライバーに注意して移動させるようにします。

(6) 迷惑行為（立小便）について

【委員】

自宅前の月極駐車場の利用者が駐車場敷地内で立小便をしているが

どうにかならないものでしょうか。

【警察】

パトロールを実施し、現認すれば必要な措置を取ります。

(7) 猫、鳥に対する餌やりについて

【委員】

以前、幼稚園の裏に猫・鳥の餌やりをする方がいて、その糞害で非

常に迷惑だったのですが、その方が引っ越したようなので現在は平穏

になりました。

警察の方にも何度もパトロールに来ていただいて、注意してくださ
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ったので大変助かりました、ありがとうございました。

【警察】

様々なところで動物の餌やりに起因するトラブル事案はあります。

地域住民の方から相談があれば、警察の相談窓口を教示願います。

(8) 性犯罪に関する「安まちアプリ」配信について

議 事 概 要 【委員】

小学生被害の性犯罪が２件検挙されたということですが、このよう

な性犯罪情報については「安まちアプリ」での配信はしていただけな

いのでしょうか。

【警察】

性犯罪に関しては被害者のプライバシーに関わってきますので、全

ての情報を配信するというわけにはいかないのですが、声かけ等不審

者情報に関しては「安まちアプリ」で配信しています。


